
第 4回ワーキングまでの協議等 

１ ワーキングのねらい 

 (1) 県境不法投棄事案の発生経緯、原状回復の過程で得られた科学的な知見を教訓とし

て後世に伝えること。 

(2) 不法投棄の再発防止や跡地の環境再生等、環境保全に資するための取組みを地域と

連携して検討すること。 

 

２ ワーキング等の検討経過 

 (1) 跡地利用策関連 

  ア 跡地利用については、まず、どのような利用がしたいか、アイディアや夢を多く

募り、その実行に当たっての課題を整理していく。 

  イ 跡地利用策については、森林再生、花畑、イベント会場、エネルギー産業誘致の

4 つのテーマを検討していくこととしている。 

  ウ 現場が最終的な地形整形ができていない状況ということもあるが、4 つのテーマ

のうち、森林再生について平成 29 年 5 月からウルシとカラマツの試験植樹を開始

している。 

 (2) 教訓を後世に伝えるアーカイブ関連 

  ア 原状回復の過程で得られた科学的な知見等については、アーカイブ（保存記録）

を作成するとともに、記念館というようなハード整備することなく、街場に学習機

能の拠点を設ける。 

  イ 平成 28 年度は、現在の汚染水処理の中核となっている 1,4－ジオキサンの浄化の

経緯について行政関係者等を対象とした形でとりまとめている。 

  ウ 平成 29 年度は、県境不法投棄事案について、広い年齢層に理解できるような網

羅的な映像資料を作成することとしている。 

 

３ ワーキングの取組みにおける課題 

 (1) ワーキングの取組みを風化させず継続し、市民が主体的に跡地利用等を考える機運

を高め、可能な限り跡地を地域づくりに生かしていくことが課題となっている。 

 (2) アーカイブについては、事実を記録するということは比較的容易であるが、不法投

棄事案の発生防止のための教訓を次の世代にどのように伝えていくか、次の時代を担

う若者の参画が課題となっている。 

 

４ ワーキング等開催状況 

 (1) 第 1 回 平成 27 年 1 月 31 日（土） 

 (2) 第 2 回 平成 27 年 5 月 18 日（月） 

 (3) 第 3 回 平成 28 年 2 月 18 日（木） 

 (4) 第 4 回 平成 28 年 5 月 19 日（木） 

 (5) 二戸市民フォーラム 平成 28 年 1 月 30 日（土） 
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跡地利用策に係る苗木植栽試験 

１ 試験の趣旨 

  現地で苗木を植え育てることは、現地の厳しい気象及び土壌条件から、相当の困難が

予想される。今後、現地での植栽計画を着実に進めていく上で、前もって植栽試験を行

い、植栽苗木の成長を阻害する因子を見極め、対策を練る必要がある。 

  供試樹種は、カラマツとウルシである。カラマツは現地での適応が期待される樹種、

ウルシは生育不良が懸念される樹種であり、これら特性の異なる 2 樹種の成長反応を通

じて今後の植栽のあり方を示唆する有用な情報が得られる。 

 

２ 試験の実施 

 (1) 日時 2017 年 5 月 1 日 10 時～12 時 

 (2) 参加者 12 名 

協議会ワーキンググループ 橋本リーダー 

   岩手県廃棄物特別対策室 佐々木課長他 3 名 

   日本国土開発（株）県境水処理作業所 佐藤所長他 1 名 

   岩手大学農学部造林学研究室 白旗助教他院生・学生 4 名 

 (3) 植栽苗木 

カラマツ 岩手県山林種苗協同組合配布種子から育成（生産）、40 本 

ウルシ  二戸市上斗米産種子、WG リーダー橋本育成、30 本 

 (4) 関連事項 

   試験地では気象観測機器及び土壌環境測定機器を設置しデータ収集している。また、

同一設計の試験を岩手大学構内の実験圃場で現地との比較のため並行実施した。 

 

写真 植栽前の苗木  カラマツ（左上）、ウルシ（右下）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラマツ   

マツ科カラマツ属、落葉針葉樹、東北・

関東・中部の亜高山帯に分布、新緑や黄葉

が好まれる、現在岩手県で最も多く植栽さ

れている林業樹種。 

ウルシ   

ウルシ科ウルシ属、落葉広葉樹、中国か

ら日本に持ち込まれたとされるが元々日本

自生の説もある、樹皮を傷つけ生漆を採る、

浄法寺産漆は高品質で有名。 
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試験地位置図と試験設計 

  管理棟南東の非汚染土仮置場跡地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  試験地面積 25m×17.5m 

    方形植え  2.5m 間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 植栽前の植穴堀り（左）と植栽（右） 
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３ 試験成績（植栽後約 2 ヶ月） 

(1) 植栽苗は両樹種とも裸苗を用いた。カラマツ苗は植栽時点で開葉を始めており植栽

前の根の水分管理も良くなかった。ウルシ苗は植栽時点で開葉しかかっており、開葉

前の早い時期に植えたかった。植栽試験の成績は、両試験地とも不良であった。 

(2) 上田に比べ、上斗米で良くない。上斗米の土壌の透水性不良が原因していると見ら

れる。 

  

表　　植栽試験の成績 　

試験地 樹種 植栽 調査（生育状況）
成長 瀕死・死亡 健全率

（本） （本） （本） （%）
上斗米 　 5月1日 6月25日

カラマツ 40 10 30 25
ウルシ 30 8 22 27

上田 　 5月7日 7月3日
カラマツ 16 10 6 63
ウルシ 16 8 8 50  

 

４ 改善点、課題等 

(1) 苗はコンテナ苗、ポット苗が望ましい。ウルシについては融雪後水が引いた段階で

できるだけ早く植えるのが良い。 

(2) 植栽基盤がこのままなら、カラマツの植栽は困難である。ウルシについては再度確

かめてみる必要がある。 

(3) 自然の植生回復に任せる手もある。機械地表処理により、ヤマハンノキ、ヤナギ類

の林が早くにできる。 

(4) 植栽基盤の土壌透水性の確保・改善について、土木系の専門家から基盤の傾斜、凹

凸構造、排水溝等及び基盤基質の物理性についての見解を聞き、よく検討する必要が

ある。 

   ◇上斗米／成長が遅れている   ◇上田／比較的良く育っている 
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更新日付：2017年7月10日　環境保全課

ホーム > 生活・環境 > 環境・エコ > 青森・岩手県境不法投棄現場跡地における植栽地の定点撮影

　県では、青森・岩手県境不法投棄現場跡地森林整備計画に基づき、県民植樹祭の開催や企業の森づくり活動を誘致するなどにより、平成26年度及び平

成27年度の2か年で現場跡地に広葉樹の苗木29種類、約30,000本を植樹しました。　

　植樹後の状況をご覧いただくため、植栽地の各ポイントで定点撮影しています。（原則毎月1回。但し、12月～3月までの冬期間は「定点11」のみ撮影）

＜定点撮影ポイント＞

下の文字をクリックすると各ポイントにジャンプします。

　※各ポイントにスライドショーを追加しました。（平成27～28年度分）

定点1 定点2 定点3 定点4 定点5 定点6

定点7 定点8 定点9 定点10 定点11 定点12

新着情報
くらし しごと 県外の方

画面表示等の変更
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県境不法投棄事案に係る記録映像の作成について 
 

 

 

 

県環境施策に係る電子媒体制作及び情報発信等業務業務仕様書(抜粋) 

 

１ 本業務の概要 

(1) 業務の目的 

地球温暖化問題、廃棄物問題、身近な自然や生態系の再生、野生動物との共生等の課題に加え、平成

23年に発生した東日本大震災津波の影響に対応し、持続的発展が可能な社会を構築していくためには、

私たちの暮らし方、社会のあり方を、地球環境への負荷が少ないものへと変革していく必要がある。 

このため、県の環境施策及び過去に発生した環境関連不適正事案の広報等を通じ、県民一人ひとりが

環境問題のことを自らのことと考え、環境王国いわての実現に向けて自ら行動する契機としようとする

ものである。 

(2) 本業務の範囲 

   電子媒体の制作及び広報 

 

２ 業務内容 

上記１（１）に掲げる目的のとおり、環境王国いわての実現に向けて県民が自ら行動する契機となるよう、

次に掲げる３テーマの電子媒体作成及び広報（テレビ放送）等を行う（広報は①及び②のみ）。また、SNS等

を通じて広く広報するため、①～③をとりまとめてダイジェスト版の動画（2分程度）を作成する。 

① 環境を取り巻く本県の状況や課題、県が実施する環境施策等の紹介 

② 旧松尾鉱山の鉱害問題 

③ 岩手青森県境不法投棄問題 

(1) 電子媒体作成 

  構成については企画提案によるものとするが、下表の内容を含めるとともに、県が所有する素材の他、

提案者が所有する素材を活用するよう努めること。 

 

 

県では岩手青森県境不法投棄問題に関する動画(15 分程度)を(株)ＩＢＣ岩手放送に委託する

ことになり、現在内容を検討中です。 

県境不法投棄事案の教訓を後世に伝えるための、重要な資料となると考えておりますので、

15分の動画に取り入れるべき内容について御意見を伺います。 
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項目 内容 

① 環境を取り巻く本県の状況や課

題、県が実施する環境施策等の紹介 

・30分程度 

・岩手県環境基本計画の「７本の施策の柱」全てを網羅すること。 

・過去に県内で発生した環境問題（②及び③を含む） 

・県、企業、各種団体、学校や地域の取組を含めること。 

② 旧松尾鉱山の鉱害問題 ・30分程度 

・鉱山事業開始当時の状況（鉱山の様子、北上川の状況など） 

・国や県のこれまでの取組及び今後の取組 

③ 岩手青森県境不法投棄問題 ・15分程度 

・不法投棄発覚から現在までの現地の状況 

・県のこれまでの取組及び今後の取組 

 

 

３ 成果品等 

 (1) 県に提出する成果品は以下のとおりとする 

① ＤＶＤ 300枚 

  ② ＤＶＤパッケージ 300部 

   ・ トールケース（ＤＶＤ１枚入りとし、①のＤＶＤを収納のこと。） 

・ レーベル印刷（ポイントカラー） 

・ ジャケット印刷（両面フルカラー） 

  ③ 動画ファイル １式 

 (2) 納入場所 

   岩手県環境生活部環境生活企画室（〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1） 
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　当室では、アーカイブ事業の一環としてホームページの充実を検討しています。掲載する内容について御意見をいただきたいと思います。参考となる青森県のホームページは以下のとおりです。　
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